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令和５年（ワ）第１８８９号 損害賠償請求事件 

原告  水原 清晃 

被告  神原  元 

 

陳 述 書 

２０２４年４月８日 

 

東京地方裁判所 民事第２６部乙合議Ｅ係 御中 

 

被 告  神  原      元 

第１ 私の経歴と Colabo とのかかわり 

 １ 経歴 

⑴ 私は、２０００年に横浜弁護士会（当時）に登録して弁護士となり、川崎市内

で開業しました。２０１０年に当初いた事務所を独立し、同じ川崎市内で現在

の武蔵小杉合同法律事務所を創設しました。 

 ⑵ 私は、弁護士登録当初は刑事弁護に力をいれ、２００３年には横浜地裁で一

部無罪判決iを、２００８年には横浜地裁川崎支部で全面無罪判決を、それぞれ

得ていますii。また、人権問題特に外国人の人権問題に関心を持ち、２０１５年

にはコンゴ難民を弁護し、この種の訴訟では珍しい難民認定義務付け判決を取

得しましたiii。 

   さらには、弁護士登録当初に「池貝鉄工閉鎖事件」ivの労働者側弁護団に加わ

ったことから労働事件、特に労働組合の事件に関心を持ち、現在は地元の病院

で労働組合を作ろうとする労働者を支援したり、地元の労働者の労働相談に乗

ったりしております。 

２０１３年２月頃から、ヘイトスピーチ問題に関心を持ち、同年２月から９

月までの間、東京都新宿区の新大久保周辺で所謂「在日特権を許さない市民の
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会」に反対する市民らの運動を支援したほか、２０１４年１２月にはその体験

を本にまとめてヘイトスピーチの法規制を訴える著作vを公表し、２０１５年１

２月から現在に至るまで地元川崎の市民運動「ヘイトスピーチを許さない川崎

市民ネットワーク」の運動に関わりviまた、２０１６年６月には横浜地裁川崎支

部でヘイトデモ禁止仮処分を取得していますvii。 

⑶ 弁護士の職責は言うまでもなく基本的人権を擁護し社会的正義を実現するこ

とにあります。そこで弁護士は常に社会的弱者、少数者、貧困層の立場にたって

職責を果たすことが求められています。 

私は明治大正昭和初期の時代に人権弁護士として働いた布施辰治弁護士を深

く敬愛しています（岩波新書「ある弁護士の生涯」等参照）。布施弁護士は日本

が朝鮮半島を植民地にしていた時代に朝鮮独立運動に関わった若者の弁護等に

奔走し、戦後、韓国から勲章を与えられています。弁護士がヘイトスピーチに反

対する運動や、その他広く差別反対運動に関わるのは、そのような日本の弁護

士の伝統を引き継ぐものであると考えています。 

 

２ Colabo の裁判に関わった経緯 

⑴ 私が Colabo の委任を受けて裁判に関わったのは、２０２２年１０月に Colab

o のバスカフェのバスが何者かにナイフで切りつけられるという経緯を聞きつ

けたことがきっかけでした（甲２１、２３頁）。 

  聞けば、その２か月ほど前から、本件の原告である水原清晃氏が「暇空茜」

とするアカウントを作成して、そこで Colabo に対してインターネット上で無

数の荒唐無稽なデマや誹謗中傷を流しており、そのデマに影響を受けた人々が

この種の犯罪を引き起こしているというのです。バス切り裂き事件の直前に

も、水原氏は、バスの駐車場の位置を位置情報付きでネットに投稿していまし

た（甲２１，２５頁）。特定の団体に対するデマや誹謗中傷を流すだけではな

く、プライバシーを暴露し、この種の暴力にきっかけを与える危険な行為は到

底許されてはならないと考えました。 
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⑵ また、調査を進めるうちに、水原氏は、誹謗中傷を繰り返す目的について以

下のとおり述べていることが分かりました。 

「僕がシュナムルさんに杭を打ったのは彼が宇崎ちゃんを燃やしたからだ

し、今共産党と強いつながりがある Colabo 代表の仁藤夢乃さんを調べている

のも温泉むすめ燃やしたからですよ。俺は作品を燃やす奴を燃やします。作品

を燃やした時俺はお前の前に現れる」（乙４２） 

「あ、あとみんな忘れてそうだけど共産党と強いつながりがある Colabo 代

表仁藤夢乃さんが『すいませんでした二度と作品を燃やしません』って詫び入

れたら俺はそこで手を止めますよ」（乙３－８） 

「温泉むすめ」とは、温泉地の宣伝に利用された漫画のキャラクターだそう

で、１０代と思われる少女に性的な発言をさせていたことが仁藤さんから批判

されたそうです。仁藤さんは「温泉むすめ」に関し「出張先で『温泉むすめ』

のパネルを見て、なんでこんなものを置いているのと思って調べたらひど

い。」「性差別で性搾取少女の性搾取推奨しまくりクールジャパン、相変わら

ず」（乙２）と非難していました。水原氏はこの発言に反発して誹謗中傷を始

めたというのです。 

しかし、漫画のキャラクターを批判されたからといって、相手についてのデ

マを流したり誹謗中傷したりしていいわけがありません。私はこのような反社

会的な行為を絶対に許してはならないと感じました。 

⑶ また、インターネットを検索すると、水原氏は、本件以外でも、女性を差別

し、また、フェミニスト（女性差別反対の運動をしている人たち）に対して攻

撃的な投稿を繰り返していることが分かりました。 

  私は人種差別問題に取り組んできましたが、同時に、ＬＧＢＴ問題や女性差

別問題にも関心があり、日本が人権尊重と民主主義の国といえるためには全て

の差別をなくさなければならないと考えていましたので、水原氏の女性差別的

な言動にも問題を感じていました。 

⑷ そこで、私は他の弁護士とともに弁護団を結成し、水原氏を被告とする名誉
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毀損訴訟を提起することとしました。同時に、これまで水原氏が Colabo に関

して流布してきた様々な誹謗中傷が、全く根拠に基づかないこと弁護団として

意見書を作成して、Colabo の名誉を回復しようと考えたのです。 

 

第２ 記者会見の状況等 

 １ 提訴記者会見に至る経緯 

⑴ ２０２２年１１月２９日、私たち弁護団は、Colabo と仁藤さんの代理人とし

て、水原氏を相手取って合計金１１００万円の損害賠償金等の支払を求める訴

訟を提起しました（甲１７、御庁令和４年（ワ）第３００９１号損害賠償請求

事件）。 

その請求原因は、水原氏がブログと動画で「Colabo は１０代の女の子を３人

部屋（タコ部屋）に住まわせて生活保護を受給させ、毎月一人６５０００円ず

つ徴収することで生活保護を不正に受領している」等として、その社会的評価

を低下させたというものです（本件情報①）。 

同日、弁護団及び Colabo の理事らは、同日、提訴に合わせて、同日、衆議院

議員会館にて、記者会見を行いました（甲１８）。 

⑵ 会見の冒頭、私は、本件の事案を「サイバーハラスメント」と表現した上で、

訴訟の請求の趣旨及び請求原因の概要を説明しました（発言①②）。この中で、

私は、本件事案の「本質」が「要するに女性差別」「ミソジニー（女性蔑視）」

であり、「女性の権利の為に立ち上がった仁藤さんが要するに気に入らない」

「そういう動機だ」等と述べました（発言③）。 

  その後、記者からの質問があり、「リーガルハラスメント」「合法的な嫌がら

せ」「こんなのは制度の濫用ですよ明らかに」（発言④）等と述べました。また、

「暇空さん以外に
、、、、、、、

ネット上でデマを拡散している人達」について質問があり、

「要するに差別、差別まあ在日外国人差別、それから女性差別。差別を娯楽とし

て楽しむ、いう所から出発して、最終的にはヘイトクライムの方にいく」等と回

答しました（発言⑤）。 
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 ２ 被告の本件各発言の趣旨 

  ⑴ 本件発言①の趣旨 

        本件発言①は、「Colabo と仁藤さんに対して非常に深刻なサイバーハラス

メント、オンラインハラスメントが加えられております。我々弁護団としては

このデマを流している代表的な人物一名に対し、本日提訴致しました」という

ものです。 

この発言は、本件訴訟の概要を紹介する趣旨の発言です。 

     ⑶ 本件発言②の趣旨 

        本件発言②は「その手段、手口というのは本当にこの Colabo、仁藤さんに対

して荒唐無稽なデマを垂れ流し、もう毎日大量のデマを垂れ流し、その信用を

傷付けていくと、そういう内容のものであります」と述べるものです。 

        当該発言は、当該訴訟を提起する理由として、水原氏が Colabo と仁藤さん

に関して大量のデマを流したため、訴えざるを得なくなったという経緯を説明

する趣旨の発言です。 

     ⑷ 本件発言③の趣旨 

        本件発言③は、「本件はリベンジポルノでは無いけれども、ここは本質は同

じだというふうに思っていて、要するに女性差別ですね、これはね。ミソジニ

ー。要するに女性の権利の為に立ち上がった仁藤さんが要するに気に入らな

い。で仁藤さんの Colabo の信用を貶めて活動を潰していく、そういう動機だ

と。実際彼はねこんな事言ってるんですよ。『萌え絵を燃やすのをやめたら手

を止めてやる』とかね。（中略）これはもう要するにフェミニストに対する反

発ですよね。」とするものです。 

        この発言は、本件訴訟の背景となる紛争が始まった経緯の説明として、水原

氏の「仁藤夢乃さんが『すいませんでした二度と作品を燃やしたりしません』

って詫び入れたら俺はそこで手を止めますよ」（乙３－８）との発言を紹介

し、「女性の権利の為に立ち上がった仁藤さんが要するに気に入らない」「要

するにフェミニストに対する反発」とした上で、その動機の「本質」が、「要
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するに女性差別」「ミソジニー」である等との評価を述べるものです。 

⑸ 本件発言④の趣旨 

        本件発言④は、「リーガルハラスメントっていうね、言葉があって、要する

に合法的な嫌がらせなんですよ、これはね。」「まあ、要するに嫌がらせ目的

でね、しかもその自分で入手した物を全部ネットに公開するとかね。こんなの

は制度の濫用ですよ明らかに。そういう風に僕は考えています。」というもの

です。 

この発言は、「嫌がらせや攻撃を目的としたと思われるその情報開示請求や

監査請求、これは東京都に対して行われている」という訴外仁藤の発言、「ま

あ言ってみれば合法的な嫌がらせであると思います。違法ではないですよね。

でも、濫用目的が明らか」との太田弁護士の発言を受けたもので、水原氏が情

報開示請求で入手したものをインターネットで公開してあげつらっていること

を例に挙げ、「リーガルハラスメント」「合法的な嫌がらせ」「制度の濫用」

との私の評価を述べるものです。 

      ⑹ 本件発言⑤の趣旨 

        本件発言⑤は「暇空さん以外に
、、、、、、、

ネット上でデマを拡散している人達とか、あ

るいはこれまで殺害予告とかレイプ予告等があったという事ですけれども、そ

ういった人達のバックグラウンドというか、どういったモチベーションで彼ら

はそういった事をしてるのかというのを、なんらか考えてる部分があれば教え

て下さい」という記者の質問に対し、水原氏
、、、

以外の者で
、、、、、

デマを拡散している者

らの動機について、バス斬りつけ事件が発生した経緯を踏まえ、「まずネット

の中でお互いに差別を楽しんでいると。 段々段々それが高じてきて、現実の

世界に例えば実際にバスをナイフで切りつける、いう所まで来ちゃってるな」

等と感想を述べたものです。 

        発言⑤は、「暇空さん以外に
、、、、、、、

ネット上でデマを拡散している人達」について

述べたものですから、今回の裁判とは関係がないことが明らかです。そこで、

以下、発言⑤は無視します。 
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第３ 各発言の正当性 

１ 本件発言①②について 

      ⑴ これらの発言は、水原氏が事実に反する投稿等を繰り返し、本件依頼人らに

精神的苦痛を与えているということを言っています。 

ここで、「サイバーハラスメント」という単語を使用したのは、直前にダニ

エル･キーツ・シトロン著「サイバーハラスメント」を読んでいたからです。 

⑵ この点、水原氏は、Colabo に関し、「保護した女性たちに生活保護を不正に

受給させて『タコ部屋』で生活させ、無給で働かせるという『生活保護ビジネ

ス』を行っている」「女性たちの医療支援に際し、医療機関から医療費のキッ

クバックを受けている」「使用していないタイヤ関連費用を不正に都に請求し

受給している」等、２０２２年７月から１１月までの間に、答弁書３５頁に記

載した少なくとも１２個のデマを流したのですから、私の発言は真実です。 

⑶ この裁判で原告側は、上記１２個のデマはデマでなく真実であるとか、「根

拠のあるデマ」だから「デマ」ではない等と反論を繰り返しています。 

  １２個のデマがいかにデマであるかは意見書（甲２１）及び稲葉さんの陳述

書で立証致しますが、ここで重要なのは、水原氏のデマは「単なる誤解」だけ

ではなく、積極的に嘘を流すものも含まれていることです。 

  以下、デマの一部をご説明します。 

ア タコ部屋デマについて 

（ァ）前提知識として、Colabo には「一時シェルター」と「中長期シェルター

（シェアハウス）」があることをご理解ください。 

  Colabo は家庭や地域社会に居場所を失った少女たちの救済を業務にしてい

るわけですが、その事業の中には「緊急時の一時保護」と「生活支援」があ

ります（この説明は乙２０の２～３頁）。 

そして、「緊急時の一時保護」に使用されるのが「一時シェルター」で

す。これは長期の宿泊を予定していませんから、その間取りは１DK（４畳半

＋６畳＋キッチン、お風呂）です（乙１８の１頁）。 



8 

 

他方、「生活支援」に使用されるのが「中長期シェルター（シェアハウ

ス）」です。こちらは一定期間生活することを予定しているので、被支援者

のプライバシーが保てるよう、鍵付きの６畳の個室が三つあり、さらに強要

のリビングルーム、お風呂などがあるのです（乙１８の２～６頁）。 

（ィ）私は、２０２３年４月１７日、Colabo の「一時シェルター」１件と「中

長期シェルター（シェアハウス）」５件を現地調査し、それぞれの広さをそ

れぞれこの目で確認しましたので報告書（乙１９）をご覧ください。 

（ゥ）水原氏は、動画やブログで、Colabo の「シャアハウス」は「タコ部屋」

であり、一部屋に３人を押し込めて生活させ、生活保護を不正受給している

と主張しています（本件情報①）。ところが、水原氏がその「根拠」として

いるのは、実は全て「一時シェルターの写真なのです。 

次の写真をご覧ください。水原氏の記事や動画に、「シェアハウス」の写

真として以下の画像（甲２９の３、６頁）を表示しています。 

 

（ェ）上の写真はキャプションとして「シェアハウスを始めました」とあるので、

これを見た読者・視聴者は、当然、「これはシェアハウスの写真だ」と思うの

です。 

ところが、この写真は、実は、２０１８年度報告書の「緊急時の保護・宿泊

支援 一時シェルター
．．．．．．．

」（乙２２、７頁）のページから切り取られたものなの

です。下の写真をご覧ください。 

https://assets.st-note.com/img/1663068365138-a7MIHrycLr.jpg?width=2000&height=2000&fit=bounds&quality=85
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報告書の記載（乙 22、7 頁）   引用された部分（甲 29 の 3、6 頁） 

 

  水原氏は、当然乙２２の頁の全体を見ているのです。当該ページの表題は

「一時シェルター」ですから、この写真が「シェアハウス」の写真である等

と誤解するわけがありません（「シェアハウス」の説明は、同じ報告書の次

の頁でちゃんと説明されているのです）。 

  そうすると、水原氏は、引用した写真が「一時シェルター」の写真である

ことを百も承知で、「シェアハウスの写真」だ等と明白な嘘をつき、読者・

視聴者を騙し、Colabo に関する悪質なデマを広めたものであると断定できま

す。 

 （ォ）次の写真も同じです。オリジナルは Colabo の Facebook に掲載された写

真だそうですが、オリジナル写真である Facebook 投稿（乙２１下の写真）に

は「年越し合宿」とのキャプションがありました。 

   ところが、水原氏は、意図的にこのキャプションを削除して記事や動画に

掲載し（甲２９の３，４頁）、あたかも「３人で雑魚寝」が日常風景であるか

のような記事・動画を作って読者・視聴者を欺いているのです。 
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   オリジナルの写真（乙２１）   引用された写真（甲２９の３，４頁） 

水原氏は、この写真を読者（視聴者）に見せ、「ガチでタコ部屋じゃないで

すか、なんですかこれ。右には荷物積んであるし倉庫兼用じゃないですか。地

震きたら危ないですよ。っていうか狭すぎますよ。」「こんな狭い部屋はシェ

アハウスではなくタコ部屋ですね」等と述べているのです（同４，５頁）。 

（ォ）このように、水原氏は「Colabo のシェアハウスは「タコ部屋」だと主張し

ていますが、その「根拠」としているのは全て「一時シェルター」の写真です。

そして、そのことを水原氏は知っていたのです。  

「デマ」とは事実に反する扇情的な宣伝のことであり、根拠があろうがなか

ろうがデマはデマです。しかし、本件情報①の「コラボが女性３人を『タコ部

屋』に押し込めて生活させた」という「デマ」は、嘘を嘘を知りつつ流布する

という性質のものであって、水原氏は、「コラボが女性３人を『タコ部屋』に

押し込めて生活させた」事実がないことを百も承知であえて閲覧者・読者を騙

しているのですから、同じデマでも、とりわけ悪質だというほかありません。 

イ タイヤ・デマについて 

（ァ）水原氏はインターネットに以下のように投稿しています（乙２４）。 

 

共産党と強いつながりがある Colabo 代表仁藤夢乃さんのコラボバス、「年間

２０００ｋｍしか走行しない」のに令和元年から３年間毎年タイヤを申請。しか

し「２０１４年製の錆びたホイールのタイヤ」 タイヤ代と交換費用合計で 「１

３２万７２８２円を税金から横領成功」 はいアウトーｗｗｗｗｗ 

 

https://assets.st-note.com/img/1662725881520-lrWPkOVkbw.jpg?width=2000&height=2000&fit=bounds&quality=85
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（ィ）この投稿がいわんとすることは、Colabo が毎年タイヤ交換費用を都に請求

しているにもかかわらず、バスのタイヤが古い「２０１４年製の錆びたホイー

ルのタイヤ」だったのだから、Colabo はタイヤ購入をしていないにもかかわ

らず、東京都に対しタイヤ購入費を請求し、同額を詐取（水原氏によれば「横

領」）しているのだということです（本件情報④）。 

 （ゥ）しかし、この投稿も事実に反しています。  

   すなわち、一口にタイヤ交換といっても、①新品のタイヤに交換する場合、

②保管してある古いタイヤに交換する場合があります。そして、後者は夏タイ

ヤと冬タイヤの「履き替え」であり、「履き替え」が毎年行われ交換費用が請

求されていたとしてもタイヤそのものは古いままなのです。 

そうすると、Colabo のバスに「２０１４年製の錆びたホイールのタイヤ」

が装着されていたとしても、なんら不合理なことではありません。Colabo の

車両関連費の詳細は弁護団意見書（甲２１）４０～４３頁に記載したとおりで

す。 

この点、東京都の監査結果（甲１１）でも水原氏の主張は「妥当でない」と

退けられています（同１９頁）。東京都による監査請求後の再調査結果（乙４

１）では、「車両関連費は月極駐車場代、タイヤ関連費用などが計上されてい

る。」「支出の確認に当たっては、管理台帳に記載されている内容と領収書、

銀行の振込履歴を突合した」「車両維持費４９８，２４７円、タイヤ関連費用

１３８，６００円、月極駐車場代４４６，２００円の合計１，０８３，０４７

円が支出されている」とされています。 

したがって、弁護団の調査が正しかったのであり、水原氏の主張はデマであ

ったと断定できます。 

⑷ その他の１０個のデマがいかにデマであるかについては、弁護団意見書（甲

２１）や稲葉さんの陳述書をご覧ください。その中には「タコ部屋デマ」のよ

うに故意のデマも含まれていますから、極めて悪質だということもご理解頂け

れば、と思います。 

この点、水原氏が持ち出すのは、監査請求を「通した」から自己の主張は正

当だというロジックです。しかしながら、監査結果で水原氏の主張は全て「妥
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当でない」とされていることにご注意ください。すなわち、ホテルの宿泊費

（１８頁）、車両関連費（１９頁）、旅費交通費（１９頁）、通信運搬費（２

０頁）、会議費（２０頁）各種保険（２０頁）、医療費（２０頁）、実施状況

報告書についての不正（２１頁）について、水原氏の主張は全て退けられてい

るのです。そうすると、これらについての水原氏がインターネットで発信して

いた内容は全てデマだったと断言できます。 

⑸ このように、水原氏がインターネットにて Colabo に関する多数のデマを流

布し、それによって Colabo や仁藤さん、その関係者が精神的苦痛を受けたこ

とは真実ですから、私の発言は真実に基づくものであるといえます。 

 

２ 本件発言③について～水原氏の「動機」について 

⑴ 発言③で、私は「仁藤夢乃さんが『すいませんでした二度と作品を燃やした

りしません』って詫び入れたら俺はそこで手を止めますよ」との発言を紹介

し、「女性の権利の為に立ち上がった仁藤さんが要するに気に入らない」「要

するにフェミニストに対する反発」との事実を指摘しつつ、その動機の「本

質」が、「要するに女性差別」「ミソジニー（女性蔑視）」である等と私の評

価を述べています。 

⑵ そこで、まず、水原氏の目的乃至動機について述べます。 

この点、水原氏が繰り返し主張しているとおり、水原氏が「仁藤夢乃さんを

調べているのも温泉むすめ燃やしたから」であり、水原氏は、「作品を燃やす

奴を燃やします」と述べているのですから、「温泉むすめ」に関する仁藤さん

の発言に対する反発が同氏の行動の原動力であったことは疑う余地がありませ

ん。 

また、水原氏は、仁藤さんが「温泉むすめ」に関する投稿をした５日後の１

１月２０日、「自称フェミニストから被害を受けた店・人・企業の方、訴訟の

スポンサーになります」と題するブログ（乙４－１１）を公表し、「フェミニ
．．．．

ストの放火腹立たしいですね。
．．．．．．．．．．．．．．

（中略）民事訴訟または刑事告訴で、放火の責
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任を取らせるしか無いと思います。次の条件で、民事訴訟のスポンサーになり

ます。先着 1 名(1 企業)まで。・相手方が、シュナムル、仁藤夢乃
．．．．

、石川優

美、勝部元気のいずれかであること」等と書いていますから、「要するにフェ

ミニストに対する反発」との私の発言も真実です。 

  そして、水原氏は「仁藤夢乃さんが『すいませんでした二度と作品を燃やし

たりしません』って詫び入れたら俺はそこで手を止めますよ」とまで述べてい

るのですから、「温泉むすめ」の件は単なるきっかけ等ではありえず、水原氏

の一連の行動の動機乃至目的そのものだといえます。 

  すなわち、水原氏の行動の動機となったのは、仁藤さんが「温泉むすめ」を

批判する発言をしたことであり、水原氏が、仁藤さんを誹謗中傷したり、行政

文書の開示をしたり、監査請求を申立てたりする目的は、Colabo や仁藤さんを

攻撃することで心理的圧迫を加え、仁藤さんに「温泉むすめ」を「燃やしたこ

と」を謝罪させた上、二度と同種の発言をさせないよう約束させることが目的

であったのです。ご本人の発言から、そのように断定するしかありません。 

⑶ なお、「作品を燃やす」という表現は水原氏の独自のものといえます。 

この点、太田弁護士を訴えた別件訴訟で水原氏側は、「燃やす」とは「特定

の思想、主張等に基づいて漫画等のコンテンツを批判し、不特定多数の者によ

る攻撃を惹起して当該コンテンツの自粛などを行わせる行為」を指すなどと説

明していますが、これでもよくわかりません。ただし、要するに、仁藤さんが

「温泉むすめ」に関して乙２号証の発言をしたことを指すことに争いはないよ

うです。 

なお、私が会見で「作品を燃やす」ではなく「萌え絵を燃やす」という表現

を使ったことに、水原氏は異議があるようです。しかし、「萌え絵」とは「１

０代の少女を性的に描いた日本独自の表現」（乙１２）を指すところ、「温泉

むすめ」はまさにこれに該当しますから、そのように表現したことに誤りはな

いと考えます。また、「萌え絵」表現は性差別だという批判があることは公知

の事実といってよいと思います（乙１３～１６）。 
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⑷ 水原氏は、この裁判で、①「温泉むすめ」は「きっかけ」に過ぎず、真の動

機は「公金の浪費を防止すること」であった、とか、②乙３の８の発言は１０

月２９日付け投稿（甲２７）にて「撤回した」した、③そもそもフェミニズム

を嫌悪していない等、さまざまな弁明をしておられます。 

 ア ①「温泉むすめ」の件はきっかけにすぎないとの主張 

しかし、①についてはすでに述べました。水原氏は「仁藤夢乃さんが『す

いませんでした二度と作品を燃やしたりしません』って詫び入れたら俺はそ

こで手を止めますよ」とまで述べているのです。もし「温泉むすめ」の件が

単なるきっかけ等だったとすれば、仁藤さんが謝罪しようが「二度としな

い」と約束しようが「手を止める」理由になろうはずがなく、「公金の浪費

を防止する」ため、「公金の浪費」がなくなるまで続けるのが筋ではないで

しょうか。 

ところが、水原氏の言によれば、同氏は「温泉むすめ」の件が決着すれば

「手を止める」というのです。 

そうすると、水原氏にとって、「温泉むすめ」に代表される漫画文化を守

ること、これこそが真の、そして唯一の動機であることは疑う余地もありま

せん。 

なお、水原氏は、そのほかにも同趣旨の発言を繰り返していますが、その

中には、「共産党が税金吸ってようが興味ねえ」（乙４４）とか「腐敗や癒

着なんて日本中にある」（乙４８）など水原氏が税金の浪費に関心がないこ

とを明言する投稿もありますし、「自分の趣味をおびやかす人がいるという

ことは、その一点において戦う理由になります」（乙３０）、「俺は俺の好

きな作品のために戦ってます」（乙５１）など水原氏が自分の趣味を守るこ

とにしか関心がないことがわかる投稿もあります。そして、「何度も言いま

すが僕のゴールは（中略）村木厚子率いる作品を燃やすグループを止めるこ

とです」（乙５２）というのですから、要するに、水原氏の最終目標は漫画

文化を守ることであって、それ以外にないのです。 
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 イ ②乙の主張 

  ②についていえば、水原氏は別紙一覧のとおり撤回したとされる１０月２

９日の後も同趣旨の発言を繰り返していますから、撤回そのものが虚偽で

す。 

それだけでなく、甲２７は「嘘ついて罪きせようと攻撃されたのがハッキ

リしたのできっちり最後までやります」と述べているところ、「嘘ついて罪

きせようと攻撃された」と述べているのは、訴外仁藤が「少し前にバスの駐

車場が晒された延長に今回の事件がある」（甲２１の２３頁）と原告を非難

したことを指しているのです（甲２７と同日の乙３２参照）。 

そうすると、原告が甲２７号証の投稿で「きっちり最後までやります」と

述べているのは、原告が訴外仁藤に対して「詫び入れたら俺はそこで手を止

めます」との申し入れをしたのにも拘らず、仁藤さんが謝罪せず、かえって

バス切りつけ事件の責任を水原氏に負わせようとしたことに感情的に反発し

ただけなのです。 

そして、前記のとおり、甲２７が発信されて以降も水原氏は同種の発言を

繰り返しているのですから、この時点で目的が変更されたということもあり

えません。したがって、甲２７によっても、水原氏の動機・目的が、Colabo

や仁藤さんを攻撃することで心理的圧迫を加え、仁藤さんに「温泉むすめ」

を「燃やしたこと」を謝罪させた上、二度と同種の発言をさせないよう約束

させることであることに、なんら変わりはありません。 

 ウ ③フェミニズムに反対していないとの主張 

  水原氏は仁藤さんが「温泉むすめ」を批判した２０２１年１１月１５日の

投稿を受け、同年１１月２０日のブログで「自称フェミニストから被害を受

けた店・人・企業の方、訴訟のスポンサーになります」「フェミニストの放

火腹立たしいですね。」等と述べ、また、２０２３年年５月には「フェミ

だってキャンキャン言ってて徹底的にボコボコにされるんだったら、

おとなしくなるわけですよ。今まさにおとなしいでしょ」（乙１７）
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等と述べていますから、フェミニストに反発していないはずがありま

せん。  

  本件訴訟で、水原さんが「フェミニズムに反対していない」等と力

説する理由は分かりませんが、いずれにしても「これはもう要するにフ

ェミニストに対する反発ですよね。」とする私の発言は真実であることは疑

う余地がありません。 

⑸ 次に、「女性差別」「ミソジニー（女性蔑視）」についてです。 

  これまで述べたとおり、水原氏は虐待や性暴力を受けた少女たちを支援する

支援団体の代表である仁藤さんが、「温泉むすめ」の性的表現を批判したこと

に反発して、大量のデマを流し、それによって仁藤さんに精神的圧迫を加えて

謝罪・撤回させようとしました。このような水原氏の行動は、仁藤さんの、女

性差別や性搾取に対する批判の声を軽視するものであり、ひいては性差別や性

搾取による被害を軽視するものですから、その動機において「本質的に女性差

別、女性蔑視だ」との評価できると思います。 

また、前記のとおり、水原氏は仁藤さんが「自称フェミニストから被害を受

けた店・人・企業の方、訴訟のスポンサーになります」「フェミニストの放火

腹立たしいですね。」等と述べ、フェミニスト（女性差別に反対する運動をす

る人）を激しく嫌悪しています。女性差別に反対する運動を嫌悪し、攻撃する

のは、水原氏が女性差別的思想をもっているからだといえます。 

そして、水原氏の仁藤さんや Colabo に対する攻撃は本件ブログによる投稿

が２７、本件動画アカウントによるものが３０、ツイッターへの投稿が少なく

とも９００ツイートに及ぶ等執拗かつ粘着的で、その態様も、著名なフェミニ

ストで起業家である訴外仁藤に対し、面識もないのに「ゆめにゃん」と呼びか

け、「【傷松】仁藤夢乃氏が大恥をかいた苦しすぎる被害者仕草が即バレした

模様ｗｗｗｗ」等と愚弄、嘲笑、蔑視的な表現を使用しています。この態様も

女性を蔑視した態度だと考えます。 

さらに、水原氏が「異性におだてさせて、高い酒と場代を払わさせてなん
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ぼ、っていう商売は、酔っ払って気分よくなった客がおらー！ってセクハラす

るくらいも場代のうちやと俺は思っとる」だのと性的搾取の被害を軽視した

り、「女性は知的に男性に劣るっていうと女の人がバチギレするけど、プロ棋

士のような到達点では生理がハンデになって劣るのは間違いない事実やろ」

「でもまあ正座して水着の女の人が将棋打つなら見るかも プロより弱くて

も」等と、女性は知的に男性に劣っており、性的魅力以外に存在価値はないと

の女性差別的な見解を表明していることも知っていました。 

私は、訴訟で対象とした内容にくわえ、水原氏の発言や行動を総合して、そ

の動機を「本質において」「女性差別」「女性蔑視」と評価したのであって、

極めて自然な表現だと思っています。 

⑹ 以上のとおり、水原氏の一連の行動は、仁藤さんが女性差別や性搾取に反対

する投稿をしたことに対する反発であることは真実であるし、これを「女性差

別」「女性蔑視」と評価することは自然ですから、私の発言に違法性があると

は思えません。 

 

３ 本件発言④について 

  ⑴ 発言④は、要するに、水原氏による情報開示請求や住民監査請求は、住民に

よる行政監視や公金の無駄遣いを防ぐ等本来の目的による権利の行使ではな

く、仁藤さんの発言に反発した水原氏、仁藤さんに精神的苦痛を与えるとの目

的（＝嫌がらせ目的）で行ったものである、との指摘した上で、「リーガルハ

ラスメント」「合法的な嫌がらせ」「制度の濫用」との評価意見乃至論評を述

べるものです。 

  ⑵ ２⑵で述べたとおり、水原氏が、仁藤さんを誹謗中傷したり、行政文書の開

示をしたり、監査請求を申立てたりする目的は、Colabo や仁藤さんを攻撃す

ることで心理的圧迫を加え、仁藤さんに「温泉むすめ」を「燃やしたこと」を

謝罪させた上、二度と同種の発言をさせないよう約束させることにあったと断

定できます。 
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    したがって、水原氏による情報開示請求や住民監査請求は、住民による行政

監視や公金の無駄遣いを防ぐ等本来の目的による権利の行使ではなく、仁藤さ

んの発言に反発した水原氏が、仁藤さんに精神的苦痛を与えるとの動機（＝嫌

がらせ目的）で行ったものであるとの、私の指摘は真実です。 

  ⑶ そうすると、水原氏による情報開示請求や住民監査請求を、「リーガルハラ

スメント」「合法的な嫌がらせ」と評価することは正当です。情報開示請求や

住民監査請求の動機なり目的は仁藤さんに精神的苦痛を与え謝罪させることに

あったからです。 

水原氏は、訴状において、情報開示請求や住民監査請求は「都民としての真

摯な義務感に基づくものであった」等と主張していますが、すでに述べたとお

り、仮にそれが真実だとすると訴外仁藤が性差別や性搾取に反対することを断

念すると約束したからといって「手をとめる」（乙３の８）理由にはならない

はずであり、この主張には信用性がありません。 

そうだとすると、情報開示請求や住民監査請求の動機なり目的は仁藤さんに

精神的苦痛を与え謝罪させることにあったという以外にありません。 

そして、「嫌がらせ」とは「人の嫌がることをあえてすること」ですから、

仁藤さんに精神的苦痛を与えることを目的とした一連の行動は「嫌がらせ」と

表現するに足りると考えます。 

⑷ また、水原氏による情報開示請求や住民監査請求の利用は「制度の濫用」で

す。 

すなわち、濫用とは、ある権限を与えられた者が、その権限を本来の目的と

は異なることに用いることをいいます。 

この点、情報開示請求や住民監査請求の本来の目的は、住民が行政を監視

し、税金の不正な流出を防ぐことにあるところ、水原氏は、仁藤さんらを攻撃

することでこれらに心理的圧迫を加え、訴外仁藤に「温泉むすめ」を「燃やし

たこと」を謝罪させた上、二度と同種の発言をさせないよう約束させる等、漫

画の性的描写への批判を止めさせる目的・動機で情報開示請求や住民監査請求
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を始めたのですから、制度を本来の目的とは異なることに用いています。 

また、公文書開示請求制度はあくまで行政機関の監視のために設けられた制

度であり、これを私人に対する誹謗中傷に利用したり、扇情的で嘲笑的な罵詈

雑言を投げつける目的で利用したりすることは、本来の制度目的を超えていま

す。ところが、水原氏は、公文書開示情報から得た情報を冷静に分析するとか

いうものではなく、その一部を切り取って公開し、あたかも Colabo が不正会

計をしているかのような印象を視聴者に与えた上で、「タイヤ代と交換費用合

計で『１３２万７２８２円を税金から横領成功」 はいアウトーｗｗｗｗｗ」

「もしもし？ポリスメン？もしもし？納めた税金が盗まれてるんです、早く来

てポリスメン！？」「ぼくの納めた税金かえしてええええ！！」「クソワロタ

 どうせバレへんのやーって調子こいちゃったね 運が悪かったねそこで俺が調

べて わはははははははは なんだこれ」「あははははははは 金返せ」等と過

度に扇情的で嘲笑的な、あらんかぎりの罵詈雑言を投げつけ、読者･視聴者が

訴外 Colabo に悪感情を持つようあおり立て、本件依頼人らに対する誹謗中傷

や攻撃を煽動しているのですから、この点からみても、本来の制度目的を明ら

かに超えているのです。 

⑹ 水原氏は、仁藤さんが受忍限度を超えた精神的苦痛を受けているとは知らな

かったとの弁明をしています。 

しかし、原告による誹謗中傷により、２０２２年９月の段階で、Twitter で

「Colabo」「仁藤」などと検索しようとすると、検索ウィンドウに「Colabo 

会計不正」「仁藤 逮捕」「Colabo 貧困ビジネス」などの言葉がサジェスト

として出てくる状況が発生していました。水原氏は、Twitter の検索ウィンド

ウに「仁藤夢乃」と入れた時に出てくるサジェストとして「仁藤夢乃 貧困ビ

ジネス」「仁藤夢乃 詐欺」と表示されるという画像を Twitter に投稿して拡

散しており、このような状況を熟知した上で揶揄しているのです（乙３３の１

乃至４）。そうすると、水原氏は、Colabo と仁藤さんが誹謗中傷で耐え難い苦
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痛を受けている状況を知っていたし、それを知りつつ、膨大な誹謗中傷を繰り

返していたと断定することができます。 

  ⑺ 以上からすると、水原氏による情報開示請求や住民監査請求は、住民による

行政監視や公金の無駄遣いを防ぐ等本来の目的による権利の行使ではなく、仁

藤さんの発言に反発した水原氏が、仁藤さんに精神的苦痛を与えるとの目的

（＝嫌がらせ目的）で行ったものであることは真実ですし、これらを「リーガ

ルハラスメント」「合法的な嫌がらせ」「制度の濫用」との論評することは自

然であって、違法行為であるとは考えられません。 

 

４ まとめ 

 ⑴ 以上要するに、水原氏は、Colabo と仁藤さんに関して数々の荒唐無稽なデ

マを流しました。そして、その中にはデマであることを百も承知で流布された

デマもあったのです。 

くわえて、水原氏の行動（誹謗中傷と開示請求・監査請求）は、フェミニス

トに対する反発であり、仁藤さんが「温泉むすめ」の性的表現を批判したこと

に対する反発であって、その目的は仁藤さんに精神的圧迫を加え、「温泉むす

め」を批判したことを謝罪させ、二度と同様の発言をしないことを約束させる

ことでした。 

⑵ 私は、基本的人権の擁護と社会的正義の実現を使命とする弁護士であり、仁

藤さんと Colabo の代理人です。 

私は、依頼人の利益を守るため、上記の事実を世に公表するとともに、水原

氏について「女性差別」「女性蔑視」「リーガルハラスメント」「制度の濫

用」との表現で厳しく批判したものですから、私の発言は真実と道理に基づく

ものであり、不法行為に該当するはずがありません。 

⑶ なお、私の弁護士としての信条はなにより「まず現場を見ること」です。私

は、この信念に基づいて、実際に Colabo と仁藤さんが１０代の女性を支援し

ている現場（深夜の歌舞伎町）を見学させて頂きました。そこで私は夜の新宿
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の街で買春の被害に遭う女性たち、Colabo に保護されてからもさらに業者に追

跡され酷い目にあっている女性たちの姿を目にしました。Colabo はそのような

少女たちに必死で声をかけ、食料を与え、安心して過ごせる場所を与えようと

していたのです。 

このように、Colabo の活動は社会で最も弱い立場にいる少女たちを守ろう

とするものです。 

ところが、原告の誹謗中傷によって Colabo の信用が傷つけられ寄付が著し

く減ってしまったり、支援が必要な女性が Colabo に支援を求めることができ

にくい状況が生まれたりしています。また、原告の発言に影響を受けた人々

は、バスをナイフで傷つけたり、アウトリーチやバスカフェの現場に嫌がらせ

に来たり、シェルターの位置を特定して晒す等、女性支援の現場に大きな混乱

が生じています。このままであれば、Colabo の事業自体の存続が不可能にな

る可能性すらあるいえます。 

私は、「自分の趣味をおびやかす人がいるということは、その一点において

戦う理由になります」だの、「俺は俺の好きな作品のために戦ってます」だの

という、身勝手な動機に基づくデマや誹謗中傷で、弱い立場にある少女たちへ

の支援が滞るということは、絶対にあってはならないことであると考えます。 

裁判官の皆様におかれても、どうか事件の背景をご理解頂けるよう、切にお

願いする次第です（詳しくは乙１１をお読みください）。 

以上 

 
i  横浜地裁平成１４年（わ）１５５８号窃盗被告事件 
ii  横浜地裁川崎支部平成１８年（わ）５９３号脅迫被告事件 
iii  東京地裁平成２５年（行ウ）第２３７号難民認定等請求事件 
iv  神原元「権利闘争の焦点 道理が法律に勝った--池貝民事再生法・全員解雇事件--平成

14.3.29 横浜地裁和解成立」、『季刊労働者の権利』第 245 号、2002 年 7 月、 76-79 頁 
v 「ヘイトスピーチに抗する人々」（新日本出版社 2014 年） 
vi  神奈川新聞２０１８年３月２日付け記事 

vii  この決定は平成２８年度のジュリスト重要判例解説に掲載されています。 
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（別紙） 

投稿・情報開示・監査請求の目的に関する原告の投稿一覧 

日付 発言内容 証拠 

2022.9.5 僕がシュナムルさんに杭を打ったのは彼が宇崎ちゃんを燃

やしたからだし、今共産党と強いつながりがある Colabo 代

表の仁藤夢乃さんを調べているのも温泉むすめ燃やしたか

らviiですよ。俺は作品を燃やす奴を燃やします。作品を燃や

した時俺はお前の前に現れる 

乙 42 

2022.9.15 あ、あとみんな忘れてそうだけど共産党と強いつながりがあ

る Colabo 代表仁藤夢乃さんが『すいませんでした二度と作

品を燃やしたりしません』って詫び入れたら俺はそこで手を

止めますよ 

乙 3-8 

2022.11.3 何度も言うけど Colabo を調べ始めた理由は『共産党と強い

つながりがある Colabo 代表仁藤夢乃さんが作品を燃やす人

間で、俺はそういうやつを調べあげて痛い腹探るのが趣味だ

から』です。シュナムルさんも同じ理由でクチュクチュしま

した 

乙 3-7 

2022.11.3 俺は BL 無罪？もピンさん、おちてよもなんか参加するつも

りはないですね。俺は作品を燃やすクソ野郎の腹をさぐるこ

とくらいしか興味ないので。作品燃えてないですよね。ジャ

ンルで規制論するのは自由で健全だとおもいます、男性むけ

エロ本は規制されてるし 

乙 43 

 

2022.11.5 作品を燃やすやつの痛い腹を探るのが趣味なだけだっつー

の 共産党が税金吸ってようが興味ねえの、日本中にあるだ

ろそんなのは。作品を燃やすやつだからやってるだけだよ 

乙 44 

 

2022.11.5 僕は常々いってますが作品を燃やさないフェミニストは好

きに主張すればいいと思ってますからね。旦那の愚痴とか社

甲 28-1 
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会への不満とかを叫んでるくらいは自由です。作品を燃やし

たり表現を規制しようとしたら僕の敵ですが。 

2022.11.6 何度も言ってますが僕は基本的に ・作品を燃やす ・俺に喧

嘩を売る のどっちかがないと無害ですよ。 

乙 45 

 

2022.11.10 ここで改めて告知しますが 僕は「作品を燃やす人間」の痛

い腹を探るのが趣味なだけです。 共産党と強いつながりが

ある Colabo 代表仁藤夢乃さんもシュナムルさんもそれが理

由で調べただけです。 作品を燃やしたなら、俺はやってき

ます。 それが嫌なら燃やすな。 

乙 46 

 

2022.11.10 俺はフェミニストも作品を燃やさないならすきに活動しろ

っていってるし、貧困女子だって救えばいいと思うよ、そも

そも生活保護って仕組みもあればいいって言ってんだし弱

者への公金の支出は賛成してる。 オルグしたりシャブうっ

たりを不正会計の公金でしてんじゃねえよ 

甲 28-２ 

 

2022.11.12 俺のその文章で表現の自由を守れなんてどこにかいてあん

だ 「俺の地雷ふんだら許さねえから覚悟して作品もやせよ、

嫌なら燃やすな」だけだよ 何も変わってねえ BL が規制だ

っけ？最近だと。あんなんどうでもいいよ 

乙 47 

 

2022.12.16 「僕は漫画が好きなのですが、自分の趣味をおびやかす人が

いるということは、その一点において
．．．．．．．．

戦う理由になりますよ

ね。これまでついフェミと呼ばれる人たちが、漫画やアニメ

などいろいろなコンテンツを燃やしてきたことをご存じの

方は多いかと思います」 

乙 30 

 

2022.12.17 改めて宣言しますが、僕は作品を燃やす人間を許しません。 

僕の能力で合法的に攻撃できるならそれを攻撃します。 痛

い腹探られたくなかったら、作品を燃やすな。フェミニスト

がフェミニズムを論じるのは許す、作品は燃やすな。 

甲 28-3 
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2022.12.18 もちろん俺が納得する報酬で依頼があれば調べたりはやる

けど、自発的にはやらねえな、アイヌ興味ないし、腐敗や癒

着なんて日本中にあるだろうし 作品を燃やす四団体は俺が

自発的にやってるだけだ 

乙 48 

 

2023.1.6 僕は漫画が大好きなんで、この作品を燃やす行為にす

ごくムカつきました。  

甲 4 

2023.1.7 ・作品を燃やすやつは許さない ・売られた喧嘩は買う 乙 49 

2023.1.8 あと俺にはジャーナリズム精神はないからジャーナリスト

じゃないと思うんだけどな しいていうならアベンジャーだ

よ。作品を燃やすやつが嫌いなだけで、ジャーナリズムがし

たいわけではない まあただの一般人富裕オタク男性ですが 

乙 50 

 

 

2023.1.15 表現の自由を守ろうって言ってる人は 9条があれば戦争にな

らないって言ってる人ですよ 俺は俺の好きな作品のために

戦ってます。守るんじゃなくて敵を攻撃してる 守れるわけ

ないじゃん。 

乙 51 

 

2023.1.21 何度も言いますが僕のゴールは ・若年被害女性支援事業に

対する住民訴訟で WBPC を止める ・困難女性支援法をとめて

WBPC をとめる ・つまり WBPC という、村木厚子率いる作品燃
．．．

やす
．．

グループを止める です これ以外は興味ない暇つぶし

ですよ 

乙 52 

 

 

 


